
 
 

 

下仁田町再犯防止推進計画 

下仁田町成年後見制度利用促進計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年３月 

下仁田町・下仁田町社会福祉協議会 

概 要 版 



 

1 

 

下仁田町地域福祉計画・地域福祉活動計画

・下仁田町再犯防止推進計画

・下仁田町成年後見制度利用促進計画

下仁田町高齢者福祉計画・介護保険事業計画

下仁田町障がい者計画・障がい福祉計画

下仁田町子ども・子育て支援事業計画

健康しもにた21・健やか親子21

（健康増進計画）

いのち支える下仁田町

自殺対策行動計画

下仁田町食育推進計画

下仁田町地域防災計画

下仁田町第5次総合計画

１ 計画の趣旨 
 

（１）地域福祉とは 

地域福祉とは、それぞれの地域において人びとが安心して暮らせるよう、地域住民や公私の社会福祉関係者

がお互いに協力して地域社会の福祉課題解決に取り組む考え方です。 

あなたは、ふだんの生活の中で、不安を感じたり困ったりすることがありませんか。こういった不安や困り

ごとは、福祉の専門の人たちの協力を得て解決できることがある一方で、まわりの人の少しの手助けで解決で

きることも少なくありません。 

同じ地域で暮らす人や地域のボランティア、福祉組織、行政がつながり合って、みんなで困っている人を支

え、住み慣れたまちで安心して暮らせるようにするための取組、それが「地域福祉」です。 

地域福祉計画・地域福祉活動計画がめざす社会を「地域共生社会」と呼んでいます。 
 

（２）地域共生社会の実現 

地域共生社会とは若い人も高齢の人も

障害のある人も、同じ地域で暮らすみん

なが、自分ができることを行ってお互い

に支え合い、生きがいを持って、元気に

暮らしていける社会のことを言います。 

そして、地域で暮らす人や地域のボラ

ンティア、福祉組織、行政がつながり合

い、自分のこととして、一人ひとりの暮

らしと生きがいをともにつくっていく社

会のことです。 

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え

手」「受け手」という関係を超えて、地

域住民や地域の多様な主体が参画し、人

と人、人と資源が世代や分野を超えてつ

ながることで、住民一人ひとりの暮らし

と生きがい、地域をともに創っていく社

会をめざしています。 
 

（３）計画の位置と期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法第１０７条により、市町村における地域福祉計画は、「地域における高齢者の福祉、障害者の福

祉、児童の福祉その他の福祉の各分野における共通的な事項」を記載する、いわゆる「上位計画」として位置

付けられています。計画期間は令和５年度から令和９年度の５年間です。  
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２ 社会福祉協議会との連携 
 

社会福祉協議会は、それぞれの地域に暮らす住民のほか、民生委員・児童委員、社会福祉施設・社会福祉法

人等の社会福祉関係者、保健・医療・教育など関係機関の参加・協力のもと、地域の人びとが住み慣れたまち

で安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現をめざしたさまざまな活動をおこなっています。 

各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや住民活動の支援、共同募金運動への協力など、全国的な取

り組みから地域の特性に応じた活動まで、さまざまな場面で地域の福祉増進に取り組んでいます。また、地域

のさまざまな社会資源とのネットワークを有しており、多くの人びととの協働を通じて地域の最前線で活動し

ています。 

町の福祉行政計画である「地域福祉計画」と社会福祉協議会が中心となって策定する民間の活動行動計画で

ある「地域福祉活動計画」は下仁田町における地域福祉の推進における２つの大きな柱と位置付け、ともに連

携・協働を図りながら計画の推進を図っていくものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ＳＤＧｓの目標を念頭においた地域福祉の実現 

持続可能な開発目標（SDGs Sustainable Development Goals エスディージーズ）は「誰も置き去りにし

ない」ことを根底にしており、本計画では、17の開発目標と施策のうち、以下 8 つの開発目標への対応が位置

付けられています。 

 目標１ 貧困をなくそう 
 

あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終

止符を打つ 

 目標２ 飢餓をゼロに 
 

飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄

養状態の改善を達成するとともに、持続可

能な農業を推進する 

 目標３ すべての人に健康と福祉を 
 

あらゆる年齢のすべての人の健康的な生活

を確保し、福祉を推進する 

 目標５ ジェンダー平等を実現しよう 
 

ジェンダーの平等を達成し、すべての女性

と女児のエンパワーメント（能力開発）を

図る 

 目標８ 働きがいも経済成長も 
 

すべての人のための包摂的かつ持続可能な

経済成長、生産的な完全雇用およびディー

セント・ワーク(*)を推進する 

 目標 10 人や国の不平等をなくそう 
 

国内および国家間の格差を是正する 

 目標 11 住み続けられるまちづくりを 
 

都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭

かつ持続可能にする 

 目標 16 平和と公正をすべての人に 
 

すべての人に司法へのアクセスを提供する

とともに、あらゆるレベルにおいて効果的

で責任ある包摂的な制度を構築する 

 

*ディーセント・ワーク：働きがいのある人間らしい仕事 
  

地域共生社会の理念・方向性、地域の福祉課題、社会資源などの

【共有】 

住民参加 

  地域福祉活動計画 

民間の協働による活動行動計画 

地域福祉計画 

公民のパートナーシップによる
計画 

住民参加 

基盤支援 
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4 町の現状 
 

（１）人口推移と少子高齢化の進展 

町の総人口は減少傾向にあり、65 歳以上の高

齢者は令和３年には総人口の半分を超え、今後も

この傾向は続きます。年少人口も減少しており、

少子高齢化が進んでいます。 

 

 

令和４年で最も人口の多い 70～74 歳のいわ

ゆる団塊の世代が、これから後期高齢者となって

きます。 

わが国の人口構成において最もボリュームがあ

るのは、第１次ベビーブーム世代（1947～

1949 年生まれ）、いわゆる「団塊の世代」の人

びとです。この年代の人びとが2025年にはすべ

て 75 歳以上の後期高齢者となり、介護や医療の

ニーズが急増すると言われています。（2025 年

問題） 

 

 

 

 

 
 

 

（２）支援が必要な人の状況 

①障害者の状況（障害手帳所持者数の推移） 

全体としては近年横ばいですが、精神障害者保

健福祉手帳所持者は増加傾向が見られます。 

 

 

 

 

 

②要支援、要介護認定者数の推移 

 高齢者人口に比例して、横ばい傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

  

479 445 386 386 374 343 308 

4,013 3,815 
3,491 3,415 3,239 3,063 2,922 

3,571 
3,536 

3,562 3,554 
3,534 

3,514 3,481 

8,063 
7,796 

7,439 7,355 
7,147 

6,920 
6,711 

5.9% 5.7% 5.2% 5.2% 5.2% 5.0% 4.6%

44.3% 45.4% 47.9% 48.3% 49.4% 50.8% 51.9%

-200%
-190%
-180%
-170%
-160%
-150%
-140%
-130%
-120%
-110%
-100%
-90%
-80%
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

0

5,000

10,000

平成28 平成29 平成30 平成31 令和２ 令和３ 令和４

年少人口（0歳～14歳） 生産年齢人口（15歳～64歳） 高齢者人口（65歳以上）

年少人口割合（0歳～14歳） 高齢者人口割合（65歳以上）

（人）

34

56

65

94

88

85

81

104

101

141

151

246

278

331

392

288

336

265

203

74

8

0 100 200 300 400 500

（人）

女性

34

54

65

103

102

99

92

115

146

159

213

238

286

367

417

241

255

198

87

18

1

0100200300400500

０～４

５～９

１０～１４

１５～１９

２０～２４

２５～２９

３０～３４

３５～３９

４０～４４

４５～４９

５０～５４

５５～５９

６０～６４

６５～６９

７０～７４

７５～７９

８０～８４

８５～８９

９０～９４

９５～９９

１００以上

（人）

男性 総人口 3,290人 総人口 3,421人
（歳）

団塊の世代

団塊ジュニア

団塊の世代

団塊ジュニア

404 397 416 403 400 369 368 

77 77 76 75 77 
77 77 

54 59 63 68 71 
72 76 

535 533 555 546 548 
518 521 

0

100

200

300

400

500

600

平成28 平成29 平成30 令和１ 令和２ 令和３ 令和４

精神障害者保健福祉手帳

療育手帳

身体障害者手帳

（年度）

（人）

33 37 41 30 45 41 67 
98 100 93 94 84 89 

83 

73 85 107 117 102 97 
112 

157 155 153 141 137 123 
108 

134 128 112 98 
81 91 91 

103 98 96 110 
126 111 

117 

67 66 64 75 70 
66 56 

665 669 666 665 645 
618 634 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

平成28 平成29 平成30 令和１ 令和２ 令和３ 令和４

ダミー

計

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

（人）



 

4 

 

５ 計画の基本理念と施策 
 

（１）基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

本計画では、「下仁田町第５次総合計画」を踏まえ、町民が相互に助け合い、心が通うまちづくりを推進して

いくため、町民一人ひとりが地域の主役となって活躍し、互いに支え合いながら地域づくりを推進するための

行動指針として、「第１次下仁田町地域福祉計画・地域福祉活動計画」の基本理念を継承します。 
 

（２）基本施策 

上記の基本理念の実現に向け、以下６つの基本施策の推進を様々な取組と事業を通じて実行していきます。 
 

基本施策１ ともに支え合う地域福祉の推進 
 

地域ぐるみの福祉のことや、その中でできることに町民一人ひとりが気づき、具体的行動がとれるよう、講

座や催しなど、地域福祉について知る・考える機会の充実と地域福祉に関する情報提供の充実、理解の促進を

図ります。 
 

基本施策２ 地域ぐるみで高齢者を支える支援の充実 
 

高齢者が地域の中で安心して生活できるよう、保健・医療・福祉が連携し必要なサービスが受けられる環境

を整えていきます。 
 

基本施策３ 障害者を支える総合的な支援の充実 
 

障害のある人の主体性・自主性を尊重し、地域の中で自立しながら安心して暮らすことができるよう、各種

サービス等の情報提供や相談支援体制の充実を図るとともに、個々の能力や適正に応じて働き続けられるよう

支援していきます。 
 

基本施策４ 子どもたちの未来を支える支援の充実 
 

安心して妊娠、出産、子育てを行えるような総合的な相談事業や適切な支援が受けられるための切れ目のな

い体制の強化を図ります。 
 

基本施策５ 健康づくり、生きがいづくりの推進 
 

一人ひとりが健康を保ち、地域の中でいきいきと活動することで、地域全体で支え合うまちづくりの実現を

図るため、各種の保健サービスの充実を図り、健康づくりの支援を行います。 
 

基本施策６ 安全・安心のまちづくりの推進 
 

災害時に関係機関・団体による連携体制を確保できるように、防災訓練や情報の共有化、要支援者の避難対

応体制の強化など、平時からの備えを徹底します。 
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６ 施策の展開 

 

基本施策１ ともに支え合う地域福祉の推進 

（１）情報提供、意識啓発の推進 

地域福祉計画 地域福祉活動計画 

①各種福祉講座、講演会の実施 

②福祉情報の提供 

③適切で有効な情報提供の充実 

④健康づくりの啓発・普及 

⑤健康情報の提供 

①広報誌「下仁田町社協だより」の発行 

②ホームページによる情報提供 

 

（２）人づくりの推進 

地域福祉計画 地域福祉活動計画 

①介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質の向上 

②ボランティア活動団体への助成・支援 

③交流の場の確保 

①ボランティアセンターの運営 

②福祉体験用具の貸出 

 

 

（３）相談支援体制の充実 

地域福祉計画 地域福祉活動計画 

①健康相談体制の充実 

②地域包括支援センターの充実 

③社会福祉協議会との連携 

①心配ごと相談 

②群馬県ふくし総合相談支援事業 

③日常生活自立支援事業 

④生活困窮者自立相談支援事業 

⑤生活福祉資金貸付事業 

⑥緊急食糧提供事業 
 

（４）地域でともに支え合う基盤の整備 

地域福祉計画 地域福祉活動計画 

①民生委員・児童委員との連携 

②要保護児童対策事業 

③成年後見制度利用支援事業の充実 

①下仁田町社会福祉協議会会員募集 

②「赤い羽根募金」募集 

③「歳末たすけあい募金」募集 

④日本赤十字社会員（活動資金）募集 

⑤民生委員・児童委員との連携 

⑥地域包括支援センターとの連携 

⑦地区社会福祉協議会との連携・助成 
 

基本施策２ 地域ぐるみで高齢者を支える支援の充実 

地域福祉計画 地域福祉活動計画 

①介護保険事業 

②介護予防支援事業 

③介護予防教室及び支援（一般介護予防事業） 

④地域包括支援センターの総合相談 

⑤在宅医療・介護連携推進事業（包括的支援事業） 

⑥生活支援体制整備事業（包括的支援事業） 

⑦認知症総合支援事業（包括的支援事業） 

⑧地域ケア会議（包括的支援事業） 

①介護保険サービス事業 

②一般介護予防事業 

③生活支援体制整備事業 

④配食サービス事業 

⑤布団乾燥サービス事業 

⑥ひとり暮らし高齢者友愛訪問 
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地域福祉計画 地域福祉活動計画 

⑨認知症サポーター養成事業（任意事業） 

⑩配食サービス事業（任意事業） 

⑪家族介護支援事業（任意事業） 

⑫在宅高齢者福祉事業 

 

 

基本施策３ 障害者を支える総合的な支援の充実 

地域福祉計画 地域福祉活動計画 

①障害福祉サービスに関する情報提供 

②障害福祉サービスに関する相談サービスの充実 

③障害福祉サービスの提供 

④利用者負担額無料化事業 

⑤障害児保育事業 

①障害福祉サービス事業 

②福祉車両（車椅子対応）の貸出 

③車椅子の貸出 

④思いやり駐車場利用証交付 

⑤身体障害者・ボランティア交流会 

⑥歳末見舞金贈呈事業 

 

基本施策４ 子どもたちの未来を支える支援の充実 

地域福祉計画 地域福祉活動計画 

①一時預かり事業 

②延長保育事業 

③休日保育事業 

④利用者負担額無料化事業 

⑤放課後児童健全育成事業 

⑥児童虐待防止対策の充実 

⑦育児不安の軽減と子育て環境の整備 

⑧地域ぐるみで子育て支援 

①母子・父子世帯小学校入学祝金贈呈 

事業 

 

基本施策５ 健康づくり、生きがいづくりの推進 

地域福祉計画 地域福祉活動計画 

①母子保健事業 

②歯科保健事業 

③健康増進事業 

④食育推進事業 

⑤精神保健事業 

⑥感染症予防事業 

⑦子ども、障害者、ひとり親世帯への医療費助成 

①敬老会事業の推進・助成 

②高齢者ふれあい・いきいきサロン事業

の推進・助成 

③満１００歳慶祝事業 

④シルバー人材センター事業 

 

 

基本施策６ 安全・安心のまちづくりの推進 

地域福祉計画 地域福祉活動計画 

①全国瞬時情報システム（J-ALERT）や安否情報

システムの活用 

②避難行動要支援者への避難行動支援 

③福祉避難所の整備 

④交通安全・防犯対策の推進 

①災害ボランティアセンターの運営 
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７ 下仁田町再犯防止推進計画 
 

（１）計画の目的 

安全・安心なまちづくり推進には、犯罪や非行のない地域社会を築いていくことが不可欠となります。近年、

刑法犯認知件数は減少傾向にありますが、再犯者率は増加しています。 

犯罪や非行をした人は、高齢者や障害者などの福祉的な支援が必要な人や住居や就労先がなく生活が不安定

な人など、地域社会で生活する上で様々な課題を抱えている場合があります。 

再犯を防止する環境を整えることによって、罪を犯した人の円滑な社会復帰を後押しすることで、町民が犯

罪による被害を受けることを防止し、安心して暮らせるまちの実現を図ることを目的とします。 

また、計画の期間については、『第２次下仁田町地域福祉計画・地域福祉活動計画』と同じ設定とし、あわせ

て進行管理を行います。 
 

（２）取組み方針 

① 就労支援の充実 

② 保健医療・福祉サービスの利用の促進 

③ 学校等と連携した修学支援の実施 

④ 民間協力者の活動の促進等、広報・啓発活動の推進 

⑤ 県・民間団体等との連携強化 

 

８ 下仁田町成年後見制度利用促進計画 
 

（１）計画の目的 

本町では、令和４年４月で高齢化率が 51.9％（全国平均 28.9％：令和３年）となり、高齢者のみの世帯は

4 割（令和２年国勢調査）を超えています。認知症高齢者の増加や障害者を支える親の高齢化による「親亡き後

問題」が、今後の課題となってくるのは明らかです。 

住み慣れた地域で、権利擁護支援が必要な方を早期に発見し、速やかに適切な支援につなげるとともに、財

産管理にとどまらず、本人の意思が重視され、かつ、生活の向上につながる福祉支援をめざします。 

また、計画の期間については、『第２次下仁田町地域福祉計画・地域福祉活動計画』と同じ設定とし、あわせ

て進行管理を行います。 
 

（２）基本目標と施策 
 

l 基 本 目 標 I     1 人ひとりが、お互い様の気持ちで支え合い、権利が擁護されるまちづくり 
 

施策１ 権利擁護支援の地域連携ネットワークの整備 
 

施策 2 利用者の権利が守られ、メリットが実感できる環境の整備 
 

施策 3 利用しやすさと安心して利用できる環境の整備 
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